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＜湖西市新型コロナワクチン接種について＞

市内の接種対象者（１２歳以上の方）への接種券発送は、すべて完了しています。今後１２歳になられる方につきましては、
月ごとに順次発送予定です。

＊ 介護離職しないための支援も ＊ ＜家族介護者支援も重要な役割 ＞

対象者が 「要介護状態」 であること ： 要介護認定はなくてもよい 寝たきりや、1人で歩行できないなどで、常時介護が必要な状態

▲介護休業（介護のために取得できる長期休暇）（対象家族1人につき通算９３日まで、3回を上限として取得可能）⇒希望
する場合、２週間前までに事業主に申請が必要。介護休業給付金（申請が通れば、給付金として給与の2/3（休業開始
前の平均賃金の67％がもらえる）の申請ができる。

▲介護休暇（突発的・短期的な介護に）（対象家族1人につき年間5日（2人以上は10日まで取得できます）⇒法改正によ
りR3.1.1より時間単位で取得可能。事前の申請や手続きがいらない。電話連絡でも取得可能。

～仕事と介護の両立のポイント～
①職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて勤務先の「仕事と介護の両立制度」を利用。
②介護保険サ－ビスを利用し、自分で「介護をしすぎない」。
③介護保険の申請は早めに行い、要介護認定前から調整を開始する。
④ケアマネ－ジャ－を信頼し、「何でも相談する」。
⑤日頃から「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く。
⑥介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する。 ※アドバイスできるといいですね！！

医療・介護連携における課題
・・・・・情報共有に着目して・・・・・

超高齢化社会の到来を前に高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で生活を継続できることを
目標に、地域包括ケアシステムの構築が進められています。

地域包括ケアシステムでは、要介護の高齢者が地域での生活を安心して持続させるために、医療や介護をは
じめとした生活に必要なさまざまなサ－ビスを24時間365日途切れずに提供することが目標とされています。そ

のためには、医療と介護だけではなく多くのサ－ビス提供者間での連携が必要となってきます。ケアプランや訪
問看護計画、訪問介護計画などに記述された内容も、サ－ビス提供の場面の情報として重要です。加えて利用
者の変化について把握できれば、状況に応じた適切なサ－ビス提供、特に予防的なアプロ－チなども可能となり
利用者のニーズに応じた地域での介護サ－ビスの提供が可能になっていくと考えられています。

つまり、在宅の介護サ－ビス利用者への包括的かつ継続的な支援を具体化するためには、多くの情報を医療
と介護で共有し、活用することが肝要と言えます。

＜著者 平野 貴大 雑誌：人間関係学研究：社会学社会心理学人間福祉学：大妻女子大学人間関係学部紀要より＞

地域包括ケアの発展には、それぞれの専門家が持つ専門性を活用しつつ、相互の視点を理解した上での連
携・情報共有が必要だということですね！ それには、複数の医療機関や介護事業所が情報共有を行いやすい
セキュリティのしっかりした情報基盤が必要だと思います。＜シズケア＊かけはしの輪が広がるといいですね＞

令和3年度在宅医療支援のための研修会（シズケアサポ－トセンタ－）
日時： 令和3年11月3日（水曜日・祝日）13：30～15：30 会場： Web ＋（静岡県医師会館 4階 講堂）

講演：「 アドバンス・ケア・プランニング
～患者の意向を尊重した人生の最終段階の医療・ケアのために ～ 」

講師： 神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教授 木澤義之先生
参加申し込み〆切 10月21日（木曜日） ※詳細はシズケアサポ－トセンタ－ホ－ムペ－ジをご覧ください。



連携支援センター“縁”（ゆかり）開設時間 月、火、木、金の９：００～１６：００電話 ： ０５３－５７６－４９００（直通）ＦＡＸ ： ０５３－５７６－１２２０
◇関係者の皆様で共有したい情報、知りたい情報がありましたら当センターにご連絡下さい。メール： kourei@city.kosai.lg.jp

編集 連携支援センター“縁” 発行 静岡県湖西市役所健康福祉部高齢者福祉課

＜訪問介護事業所 ＞

訪問介護（ホ－ムヘルプ）は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護
員（ホ－ムヘルパ－）が利用者の自宅を訪問し食事・排泄・入浴などの介護（身体介護）や、掃除・洗濯・買い物・
調理などの生活の支援（生活援助）をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サ－ビスを提供する
事業所もあります。直接利用者の援助に該当しないサ－ビス（家族のための家事や来客の対応など）日常生活
の援助の範囲を超えるサ－ビス（草むしり、ペットの世話、大掃除、窓ガラス磨き、正月の準備など）は受けること
はできません。

市内の介護保険事業所（在宅利用サ－ビス）を順次紹介させていただいています。今回は訪問介護事業所です。参考とし
ていただければ幸いです。
また８月発行の“縁”たよりで居宅介護支援事業所（市内8事業所を紹介させていただきましたが、ケアプランかなめ＜湖

西市鷲津2966 TEL 053-574-2002＞様が加わり市内９事業所となりました。宜しくお願いします。

 

＜見る、話す、触れる、立つことの援助・4つの基本の柱＞
① 見る
人より視野が狭くなるため、まず本人の視野にはいって存在を認識してもらう。同じ目線の高さで、20㎝程の近距
離で、親しみをこめた視線を送る。

② 話しかける
積極的に話しかけ常にポジティブな言葉を加える。ケアするときも実況するように、ゆっくりと声かけします。そうす
ることで、単なる“作業”ではなく、心の通った“ケア”になります。

③ 触れる
ケアをする時、本人の背中や手を優しく包み込むように手のひらを使って触れることで、安心感を与えます。忙しく
無言で触れてしまうと逆効果で本人に不信感を与えかねないので、優しく声を掛けながらそっと触れることが必要
です。

④ 立つ＜自分の足で立つことで人の尊厳を自覚する＞
立つことで、筋力の維持向上や骨粗鬆症の防止など、身体機能を保つ効果と、他の人と同じ空間にいることを認
識することで、「自分は人間なのだ」という実感にもつながる。

認知症ケアでは信頼関係の構築と誠実な対応がキーワ－ド！！
「あなたが私を人として尊重し、人として話しかけてくれること
によって、私は人間となるのです。」我がこととしてとらえる視点が必要では！！

☎053-594-7763

介護保険サービス・障害福祉サービス

住み慣れた地域での生活を続けられるよう
お手伝いします。

湖西市社協介護センターあらい

令和３年４月から拠点を「おぼと」から「新居介

護サービスセンター」に移転して活動しています

『笑顔を届けよう』をモットーに

いつまでも住み慣れたご自宅で過ご

していただけるよう、自立支援を

大切に在宅生活を支援しています

☎053-594-5000

☏ 053－574－3300

在宅介護センタ－アイケア湖西


